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政 策 経 営 会 議 資 料 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 

教 育 委 員 会 中 央 図 書 館 

 

第五次新宿区子ども読書活動推進計画の策定及び 

素案に対するパブリック・コメントの実施結果について 

 

 

「第四次新宿区子ども読書活動推進計画」が令和元年度で終了することから、これまでの施策の成果や

取組内容等を検証するとともに、子どもたちを取り巻く社会情勢の変化と、素案に対するパブリック・コ

メントの実施結果等を踏まえ、「第五次新宿区子ども読書活動推進計画」（以下「本計画」という。）を下

記のとおり策定する。 

 

記 

 

１ 計画の概要 （資料 1（計画案）・資料 2（概要版案）参照） 

（１）計画の目的 

本計画の冒頭に掲げる「子どもの読書活動の意義」（資料 1 計画案 P.3 参照）に基づき、子どもた

ちが自ら読書を楽しみ、学び、成長していく活動を推進することを目的とする。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条に基づき、国の第四次「子供の読書活動

の推進に関する基本的な計画」や「第三次東京都子供読書活動推進計画」との整合性を図りつつ、新

宿区教育ビジョンの取組の一つである「子ども読書活動の推進」の実現に向けて策定する。 

また、施策や個別事業の実施に当たっては、「新宿区子ども・子育て支援事業計画」等と連携し、

関係機関と十分に協力して推進する。 

 

（３）計画期間及び対象 

ア 計画期間 令和 2（2020）年度から令和 5（2023）年度までの 4年間 

イ 対  象 0 歳からおおむね 18 歳までの子ども 

 

（４）計画の体系 

   基本目標を「自ら読書を楽しみ、学び、成長する新宿の子どもたち」とし、その実現に向けて「3

つの基本方針」及び「3つの具体的な取組の方向性」を掲げ、それに基づく 22 の施策及び 64 の個別

事業により計画を推進する（資料 1 計画案 P.44～47及び資料２ 概要版案参照）。 

  基本方針１ 全ての子どもがあらゆる機会と場所において、自主的に読書活動ができる環境の充実 

  基本方針２ 全ての子どもに対する個々の状況に応じた読書活動の支援 

  基本方針３ 子ども読書活動推進の基盤整備  

 

（５）計画の特徴 

現行計画（第四次新宿区子ども読書活動推進計画）では、図書館や学校等の関係施設ごとに施策を
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設定したため、施設間の連携が必ずしも十分ではなかった点や、中・高校生等の図書館利用が低い状

況となったことが反省点としてある。 

そこで、本計画では、基本方針２で子どもの発達段階の特徴に応じた読書支援目標を明示し、関係

施設が効果的に連携して、子どもの読書習慣の醸成を図ることした。そのため、家庭読書の推進と中・

高校生等向け読書支援を重点事業とし、例えば、家庭読書の推進は、図書館の単独事業であったが、

学校や地域とも広く連携して取り組むこととした。中・高校生等向け読書支援では、学校図書館と区

立図書館が連携して、蔵書の充実や図書館利用のきっかけとなるイベント開催を予定している。数値

目標についても、基本方針１から基本方針３に対応する指標とした。パブリック・コメント意見の反

映として学校図書館の充実等を図ることとした点も特徴である。 

 

 

２ パブリック・コメントの実施  

（１）実施期間  

令和元年 11 月 15 日（金）～12 月 13 日（金） 

 

（２）周知方法 

   11 月 15 日(金）から区ホームページに素案全文、概要版を掲載し、周知した。 

また、広報新宿（11 月 15 日号）及びしんじゅくの教育（11 月 25 日号）において、実施について

掲載した。 

 

（３）素案の閲覧及び概要版等の配布場所等 

   以下の場所で素案を閲覧に供するとともに、概要版を配布した。 

区立図書館、区政情報課、区政情報センター、教育調整課、特別出張所、男女共同参画推進センタ

ー、子ども総合センター、保健センター、区ホームページ 

 

（４）意見提出方法 

区立図書館にて、郵送、ファックス、窓口持参及び区ホームページにて受け付けた。 

 

（５）意見提出者及び意見数 （資料３参照） 

① 意見提出者 10 名 

② 意見数   28 件 

③ 意見項目の内訳               ④ 計画への反映等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見項目 件数 意見番号 

1 計画全般に関すること 1 件 №1 

2 基本方針１に関すること 11 件 №2～12 

3 基本方針２に関すること 8 件 №13～20 

4 基本方針３に関すること 4 件 №21～24 

5 資料編に関すること 1 件 №25 

6 その他 3 件 №26～28 

計 28 件  

教育委員会の対応 件数 

A 意見の趣旨を計画に反映する 9 件 

B 意見の趣旨は素案の方向性と同じ 2 件 

C 意見の趣旨に沿って計画を推進する 2 件 

D 今後の取組の参考とする 9 件 

E 意見として伺う 6 件 

F 質問に回答する 0 件 

計 28 件 
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３ 素案からの変更点 （資料４参照） 

（１）パブリック・コメントからの変更点  

  ア 学校図書館の充実等に関すること 

   ① 意見番号 4による変更  

    ○ 意見概要 

学校司書の配置増により学校図書館を充実してほしい。 

○ 変更概要 

以下の 3 つの取組について追記する。 

     ⅰ）学校図書館支援員と学校図書館担当教員が連携して、図書展示の充実を図る。 

【No.30】【No.39】 

     ⅱ）学校図書館における蔵書更新や区立図書館からの配本にあたって、児童・生徒のニーズを

反映する仕組みづくりを検討する。【No.29】【No.38】 

     ⅲ）放課後こどもひろば、学童クラブとの連携を図り、放課後等の学校図書館の利用を促進す

る。【No.23】【No.29】【No.39】【No.40】 

 

② 意見番号 5による変更  

  ○ 意見概要 

    地域協働学校や保護者による、子ども読書活動の環境充実を、講座開催等により支援してほ

しい。 

○ 変更概要 

  区立図書館と地域協働学校の協働による、読み聞かせボランティアの養成講座開催等の取組

について追記する。【No.37】 

 

③ 意見番号 6による変更 

    ○ 意見概要 

      学校と区立図書館の連携により、学校図書館の充実を図ってほしい。 

○ 変更概要 

      学校と区立図書館の連携の具体的内容について、記載を追記する。【No.28】【No.36】 

 

イ 乳幼児への読書支援に関すること 

④ 意見番号 13 による変更 

    ○ 意見概要 

      絵本が子どもの発育にとって重要であることを、「プレママ・プレパパ体験教室」や本計画

案に記載の新規事業「プレママ・プレパパ・保護者への読み聞かせ会」にて周知してほしい。 

    ○ 変更概要 

      意見のとおり周知する旨を追記する。【No.24】【No.42】 
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ウ 中・高校生等向け読書支援に関すること 

⑤ 意見番号 16 による変更 

 ○ 意見概要 

   中・高校生等の図書館利用を促進して本離れを防ぐため、図書館において、彼らの好みそう

な本のラインアップを充実させては如何か。 

 ○ 変更概要 

   中・高校生等向けの本を充実させる旨を追記する。【No.43】 

 

⑥ 意見番号 18 による変更 

 ○ 意見概要 

   中・高校生への読書支援のため、学校図書館と区立図書館の連携を強化してほしい。 

 ○ 変更概要 

   学校と区立図書館の連携強化により、中・高校生の区立図書館利用を促進する旨を追記する。

【No.25】【No.44】 

 

エ 多文化家庭の子どもへの読書支援に関すること 

⑦ 意見番号 20 による変更 

 ○ 意見概要 

   外国にルーツを持つ子どもも楽しめる蔵書の強化及び多言語の読み聞かせや、日本語を用

いる子どもの多文化理解促進のための本の紹介等を充実してほしい。 

 ○ 変更概要 

   現在実施済みの外国語絵本の蔵書に加え、外国語や様々な国の文化を紹介する図書の紹介

や展示を実施することを追記する。【No.17】【No.18】【No.26】【No.45】 

    

  オ 数値目標５「図書館読み聞かせサポーターの地域での読み聞かせ活動の充実」に関すること 

⑧ 意見番号 22 による変更 

⑨ 意見番号 23 による変更 

 ○ 意見概要 

   計画の５つある数値目標のうち、数値目標５「図書館読み聞かせサポーターの地域での読み

聞かせ活動の充実」には、「図書館サポーターで読み聞かせ活動をしている人数」と「図書館

以外にも地域で読み聞かせを行いたいサポーターの割合」の 2つの指標があるが、後者につい

ては、以下 2点の問題があるので、修正してほしい。 

ⅰ）評価の対象がサポーターの意向となっているが、これはサポーター本人の主観に左右され

るものであるため、指標として不適切である。 

  ⅱ）評価の尺度が割合となっているが、割合は、サポーターの総人数やサポーター向けアンケ

ートの回答率等により値が変動してしまうため、指標として不適切である。 

○ 変更概要 

数値目標５の指標のうち、「図書館以外にも地域で読み聞かせを行いたいサポーターの割合」

を修正し「区立図書館以外の場所で読み聞かせを行ったことのある図書館サポーター人数」と

する。【No.21】【No.22】【No.32】【No.33】【No.51】【No.52】 
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（２）自主変更点（抜粋） 

① 子ども読書に関するアンケート調査に係る記載について修正 

  アンケート回答数、アンケート結果分析等に係る記載を修正する。【№1】～【№16】 

     

② 数値目標４「区立図書館を利用したことのある中・高校生等の割合」の現状値及び目標値を修正 

  現状値の修正（素案では、「区立図書館を利用したことのある中・高校生等の割合」の算出にあ

たってアンケート結果における無効回答を母数から省いていたが、これを改め、割合算出の母数に

無効回答を含めた）及びそれに合わせた目標値修正を実施する。【No.19】 

   

③ 魅力ある蔵書と図書館内環境の整備を修正 

  子どもの読書活動に資する環境整備にインターネット等を活用することを追記する。【No.34】 

 

④ 子ども向け行事の開催を修正 

  子どもの読書活動に資する行事にインターネット等を活用することを追記する。【No.35】 

 

 

４ 今後のスケジュール 

令和２年 ３月 下旬  計画書発行 

       ４月 ８日  文教子ども家庭委員会報告 

９日  区ホームページに掲載（計画策定、パブリック・コメントの結果について） 

１５日  広報新宿に掲載 

 


